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兵庫県立但馬飛行場管理規則の一部を改正する規則（規則第５号） 

兵庫県立但馬飛行場の設置及び管理に関する条例の一部改正により、民間事業者に兵庫県立但馬飛行場（以

下「飛行場」という。）の一体的な運営等を行わせるため、飛行場の運営等を行う民間事業者を選定するための

手続等を定めることに伴い、規則に委任された当該選定に係る申請の方法を定める等所要の整備を行うことと

した。 
 

規         則 

 

 兵庫県立但馬飛行場管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年３月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県規則第５号 

兵庫県立但馬飛行場管理規則の一部を改正する規則 

 兵庫県立但馬飛行場管理規則（平成６年兵庫県規則第24号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「及び第25条」を「、第25条第２項、第26条第１項及び第27条」に改める。 

 第８条第１項第１号中「８時30分及び９時から18時まで」を「飛行場の運用時間の開始の時刻及び当該運用

時間内」に改める。 

 第23条中「第26条」を「第28条」に、「次条ただし書」を「この規則第27条ただし書」に改める。 

 第24条を第27条とし、第23条の次に次の３条を加える。 

（選定事業者の選定に係る申請） 

第24条 条例第25条第２項の規定による申請は、民間事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の

氏名を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

 (1) 定款及び登記事項証明書 

 (2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他経営内容を明らかにす

る書類 

 (3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予定損益計算書で飛行場の運営等の

業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 

 (4) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 

 (5) 飛行場の運営等の業務を行う組織に関する事項を記載した書類 

 (6) 飛行場の運営等の業務の実施に関する計画を記載した書類 

 (7) 現に行っている業務の種類及び概要を記載した書類 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

（運営権者の届出等） 

第25条 条例第26条第１項に規定する運営権者（以下「運営権者」という。）は、その名称、主たる事務所の所

在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

２ 運営権者は、前条第６号の計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、知事の承認を得なければ

ならない。 
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 （運営権者による運営等） 

第26条 条例第26条第１項に規定する場合においては、第19条から第23条まで及び次条ただし書の規定は、適

用しない。 

２ 前項に規定する場合においては、この規則に基づく知事の権限のうち、前２条の規定に基づく権限以外の

権限は、当該運営権者が行うものとする。この場合における第９条の２の規定の適用については、同条中「但

馬空港管理事務所」とあるのは、「飛行場の管理を行うために飛行場内に設置する事務所」とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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